
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

埼
玉
県
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
（
埼
玉
県
条
例
五
十
四
号
）
（
雇
用
・
人
材
戦

略
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
し
、
基
本
理
念
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
誰
も

が
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
就
業
環
境
を
整
備
し
、
事
業
者
が
安
定
し
た
事
業
活
動
を
継

続
で
き
る
環
境
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
顧
客
等
の
豊
か
な
消
費
生
活
及
び
公
正
な
取
引
を
促

進
し
、
相
互
に
尊
重
し
合
え
る
社
会
の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
す
る

た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 

㈠ 

事
業
者
、
顧
客
等
、
事
業
者
団
体
、
就
業
者
及
び
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義 

 

㈡ 

基
本
理
念 

 
 

ア 

社
会
全
体
で
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
を
図
る 

 
 

イ 

何
人
も
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い 

 
 

ウ 

顧
客
等
及
び
就
業
者
が
対
等
の
立
場
に
お
い
て
相
互
に
尊
重
す
る 

 
 

エ 

顧
客
等
の
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
範
囲
の
要
望
の
申
出
等
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な 

 

 
 

 

い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

㈢ 

各
主
体
の
責
務 

 
 

ア 

県
の
責
務 

 
 

 
 

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す
る 

 
 

イ 

顧
客
等
の
責
務 

 
 

 
 

就
業
者
に
対
す
る
言
動
に
必
要
な
注
意
を
払
う
よ
う
努
め
る
等 

 
 

ウ 

事
業
者
の
責
務 

 
 

 
 

相
談
体
制
の
整
備
等
、
就
業
者
の
業
務
の
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る 

 

 
 

 

等 

 
 

エ 

事
業
者
団
体
の
責
務 

 
 

 
 

そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
者
が
行
う
取
組
へ
の
必
要
な
助
言
、
協
力
そ
の
他
の
支
援
を 

 
 

 

行
う
よ
う
努
め
る
等 

 
 

オ 

就
業
者
の
責
務 

 
 

 
 

事
業
者
が
基
本
方
針
を
作
成
し
た
場
合
、
当
該
基
本
方
針
を
遵
守
す
る
よ
う
努
め
る
等 

 

㈣ 

県
の
施
策
等 

 
 

 

指
針
の
作
成
及
び
公
表
、
情
報
の
収
集
及
び
提
供
等 

三 

施
行
期
日 

f1c7769b98e97aa9bd1d9cd8d3d8dfc2



 
 

令
和
八
年
七
月
一
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